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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和３年２月２日）（新旧対照表） 

（主な変更点）  

（下線部分は改定箇所） 

変 更 案 現  行 

序文 

（略） 

 こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況に鑑み、令和３年１月７日、政府対策本

部長は、法第 32条第 1項に基づき、緊急事態宣言を行っ

た。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８日

から令和３年２月７日までの 31日間であり、緊急事態措

置を実施すべき区域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

とした。 

 令和３年１月 13 日には、法第 32 条第３項に基づき、

緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知

県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える変更を行

った。 

 

 

序文 

（略） 

こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対

する負荷の状況に鑑み、令和３年１月７日、政府対策本

部長は、法第 32条第 1項に基づき、緊急事態宣言を行っ

た。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８日

から令和３年２月７日までの 31日間であり、緊急事態措

置を実施すべき区域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

である。 

その後、令和３年１月 13日に改めて感染状況や医療提

供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・

評価を行い、同日、法第 32条第３項に基づき、緊急事態

措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都

府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える変更を行った。こ

れらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は令
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その後、令和３年２月２日に、感染状況や医療提供体

制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評

価を行い、２月８日以降については、法第 32条第３項に

基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉

県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、

兵庫県及び福岡県の 10都府県に変更するとともに、これ

らの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和

３年３月７日まで延長することとした。ただし、緊急事

態措置を実施する必要がなくなったと認められるとき

は、法第 32条第５項に基づき、速やかに緊急事態を解除

することとする。 

（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（略） 

新型コロナウイルス感染症については、以下のような

特徴がある。 

和３年１月 14 日から令和３年２月７日までの 25 日間で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（略） 

新型コロナウイルス感染症については、以下のような

特徴がある。 
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（略） 

 ・ 英国、南アフリカ等の世界各地で変異株が確認さ

れている。国立感染症研究所によると、英国で確認

された変異株(VOC-202012/01)については、英国の解

析では今までの流行株よりも感染性が高いこと（実

効再生産数を 0.4 以上増加させ、伝播のしやすさを

最大 70%程度増加すると推定）が示唆されること、現

時点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効

性への影響は調査中であることなど、また、南アフ

リカで確認された変異株(501Y.V2)については、感染

性が増加している可能性が⽰唆されているが、精査

が必要であること、現時点では、重篤な症状との関

連性やワクチンの有効性への影響を⽰唆する証拠は

ないこと等の見解がまとめられている。さらに、ブ

ラジルから入国した患者等から、英国と南アフリカ

において確認された変異株と共通の変異を認める変

異株も確認されており、現時点では、より重篤な症

状を引き起こす可能性やワクチンの有効性への影響

を示唆する証拠はないこと等の見解がまとめられて

（略） 

・ 英国、南アフリカ等の世界各地で変異株が確認さ

れている。国立感染症研究所によると、英国で確認さ

れた変異株(VOC-202012/01)については、英国の解析

では今までの流行株よりも感染性が高いこと（実効

再生産数を 0.4 以上増加させ、伝播のしやすさを最

大 70%程度増加すると推定）が示唆されること、現時

点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効性

への影響は調査中であることなど、また、南アフリカ

で確認された変異株(501Y.V2)については、感染性が

増加している可能性が⽰唆されているが、精査が必

要であること、現時点では、重篤な症状との関連性や

ワクチンの有効性への影響を⽰唆する証拠はないこ

と等の見解がまとめられている。 
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いる。 

（略） 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

 （略） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１） （略） 

（２）サーベイランス・情報収集 

 ① （略） 

② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾

向が見られる場合はそれを迅速に察知して的確に対

応できるよう、戦略的サーベイランス体制を整えて

おく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済

活動の維持との両立を進めるためにも感染状況を的

確に把握できる体制をもつことが重要であるとの認

識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係

 

（略） 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

 （略） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１） （略） 

（２）サーベイランス・情報収集 

 ① （略） 

② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾

向が見られる場合はそれを迅速に察知して的確に対

応できるよう、戦略的サーベイランス体制を整えて

おく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活

動の維持との両立を進めるためにも感染状況を的確

に把握できる体制をもつことが重要であるとの認識

の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機
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機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団

体と連携した地域外来・検査センターの設置等を迅

速に進めるとともに、新しい検査技術についても医

療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等

の関係機関により構成される会議体を設けること等

により、民間の検査機関等の活用促進を含め、ＰＣ

Ｒ検査等の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、

厚生労働省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査の役割分担

について検討・評価を行う。また、これらを踏まえ、

検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、

感染が拡大している地域においては、医療・介護従

事者、入院・入所者等関係者に対し、抗原定性検査

やプール化検査法を含むＰＣＲ検査等による幅広い

検査の実施に向けて取組を進めるとともに、院内・

施設内感染対策の強化を図る。特定都道府県に対し、

感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査

の集中的実施計画を策定し、令和３年３月までを目

途に実施するとともに、その後も地域の感染状況に

応じ定期的に実施するよう求める。政府と都道府県

関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体

と連携した地域外来・検査センターの設置等を迅速

に進めるとともに、新しい検査技術についても医療

現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関

係機関により構成される会議体を設けること等によ

り、民間の検査機関等の活用促進を含め、ＰＣＲ等検

査の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労

働省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査の役割分担につい

て検討・評価を行う。また、これらを踏まえ、検査が

必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が拡

大している地域においては、医療・介護従事者、入

院・入所者等関係者に対する幅広いＰＣＲ等検査の

実施に向けて取組を進めるとともに、院内・施設内感

染対策の強化を図る。政府と都道府県等で協働して

今後の感染拡大局面も見据えた準備を進めるため、

厚生労働省は、財政的な支援をはじめ必要な支援を

行い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の一連の

プロセスを通じた対策を実施する。 
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等で協働して今後の感染拡大局面も見据えた準備を

進めるため、厚生労働省は、財政的な支援をはじめ

必要な支援を行い、都道府県等は、相談・検体採取・

検査の一連のプロセスを通じた対策を実施する。ま

た、社会経済活動の中で希望により受ける民間検査

については、民間検査機関に精度管理や提携医療機

関の決定等を求めることにより環境整備を進めてい

く。 

③～⑥ （略） 

⑦ 政府は、変異株を迅速に検出するスクリーニング

技術の普及、国内検体のゲノム解析の実施、変異株

が発生した際の積極的疫学調査の支援など、国内の

変異株の監視体制を強化する。 

⑧・⑨ （略） 

 

（３）まん延防止 

１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除

く） 

特定都道府県は、法第 45条第 1項に基づき、日中

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③～⑥ （略） 

 ⑦ 政府は、変異株に対して迅速に診断するための検

査キット等の開発の支援を進める。 

 

 

 ⑧・⑨ （略） 

 

（３）まん延防止 

１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除

く） 

特定都道府県は、法第 45条第 1項に基づき、不要
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も含めた不要不急の外出・移動の自粛について協力

の要請を行うものとする。特に、20時以降の不要不

急の外出自粛について、住民に徹底する。なお、そ

の際、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大

している地域への不要不急の移動は、極力控えるよ

うに促す。 

（略） 

 ２） （略） 

３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント

等）の開催制限」、後述する「５）学校等の取扱い」

を除く） 

① 特定都道府県は、法第 24 条第９項及び法第 45

条第２項等に基づき、感染リスクが高いと指摘さ

れている飲食の場を避ける観点から、飲食店に対

して営業時間の短縮（20 時までとする。ただし、

酒類の提供は 11時から 19時までとする。）の要請

を行うとともに、法第 24条第９項に基づき、業種

別ガイドラインを遵守するよう要請を行うものと

する。 

不急の外出・移動の自粛について協力の要請を行う

ものとする。特に、20 時以降の不要不急の外出自粛

について、住民に徹底する。 

 

 

 

（略） 

 ２） （略） 

３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）

の開催制限」、後述する「５）学校等の取扱い」を除

く） 

① 特定都道府県は、法第 24条第９項及び法第 45条

第２項等に基づき、感染リスクが高いと指摘され

ている飲食の場を避ける観点から、飲食店に対す

る営業時間の短縮（20 時までとする。ただし、酒

類の提供は 11時から 19時までとする。）の要請を

行うものとする。 
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要請に当たっては、関係機関とも連携し、営業時

間の短縮等を徹底するための対策・体制の強化を 

行い、できる限り個別に施設に対して働きかけを

行う。その際、併せて、事業者に対して、業種別ガ

イドラインの遵守を働きかける。 

 

 

 

 

 

 

 

また、特定都道府県は、20 時以降の不要不急の

外出自粛を徹底すること及び施設に人が集まり、

飲食につながることを防止する必要があること等

を踏まえ、別途通知する飲食店以外の他の新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成 25年

政令第 122 号。以下「令」という。）第 11 条に規

定する施設についても、同様の働きかけを行うも

要請にあたっては、関係機関とも連携し、営業時

間短縮を徹底するための対策強化を行う。 

 

 

 

法第 45条第２項に基づく要請に対し、正当な理

由がないにもかかわらず応じない場合には、法第

45 条第３項に基づく指示を行い、これらの要請及

び指示の公表を行うものとする。政府は、新型コロ

ナウイルス感染症の特性及び感染の状況を踏ま

え、施設の使用制限等の要請、指示の対象となる施

設等の所要の規定の整備を行うものとする。 

また、20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底す

ることや、施設に人が集まり、飲食につながること

を防止する必要があること等を踏まえ、飲食店以

外の他の新型インフルエンザ等対策特別措置法施

行令（平成 25 年政令第 122 号）第 11 条に規定す

る施設（学校、保育所をはじめ別途通知する施設を

除く。）についても、同様の働きかけを行うものと



9 

 

のとする。 

（略） 

  ②・③ （略） 

４）職場への出勤等 

  ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以

下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。 

   （略） 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗

いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確

保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、

発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張

による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の

活用等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる

「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促

すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休

憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知す

ること。さらに、職場や店舗等に関して、業種別

ガイドライン等を実践するよう働きかけること。

その際には、特に留意すべき事項の確認を促し、

する。 

（略） 

  ②・③ （略） 

４）職場への出勤等 

  ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以

下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。 

   （略） 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗い

や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、

事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発

熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張に

よる従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活

用等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５

つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促すこ

と。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、

更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。

さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドラ

イン等を実践するよう働きかけること。 
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遵守している事業者には対策実施を宣言させる

等、感染防止のための取組を強く勧奨すること。 

（略） 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、

ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等、人

との接触を低減する取組を自ら進めるとともに、事

業者に対して必要な支援等を行う。 

③ 政府は、上記①に示された感染防止のための取組

等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、

事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促

す。また、遵守している事業者に、対策実施を宣言

させるなど、感染防止のための取組が勧奨されるよ

う促す。 

５） （略） 

６）緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都

道府県における取組等 

① 緊急事態措置を実施すべき区域から除外された

都道府県においては、前述したように「対策の緩和

については段階的に行い、必要な対策はステージ

 

 

  （略） 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、

ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等、人と

の接触を低減する取組を自ら進めるとともに、事業

者に対して必要な支援等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 ５） （略） 
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Ⅱ相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし、

後述７）に掲げる基本的な感染防止策等に加え、住

民や事業者に対して、以下の取組を行うものとす

る。その際、地域の感染状況や感染拡大リスク等に

ついて評価を行いながら、対策を段階的に緩和す

る。また、再度、感染拡大の傾向が見られる場合に

は、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提

供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を

行いつつ、迅速かつ適切に取組の強化を図るもの

とする。 

・ 当面、法第 24条第９項に基づき、日中も含め

た不要不急の外出の自粛について協力の要請を

行うこと。その後、地域の感染状況等を踏まえな

がら、段階的に緩和すること。 

・ 当該地域で開催される催物（イベント等）に係

る規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わな

いこと等）については、地域の感染状況等を踏ま

えながら、段階的に緩和すること。 

・ 当面、法第 24条第９項に基づく飲食店に対す
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る営業時間の短縮の要請については、継続する

こと。なお、営業時間及び対象地域等について

は、地域の感染状況等に応じ、各都道府県知事が

適切に判断すること。また、別途通知する飲食店

以外の他の令第11条に規定する施設に対する営

業時間の短縮等の働きかけについては、地域の

感染状況等に応じ、各都道府県知事が適切に判

断すること。 

・ 職場への出勤等については、当面、「出勤者数

の７割削減」を目指し、在宅勤務（テレワーク）

や、出勤が必要となる職場でもローテーション

勤務等を強力に推進すること。その後、地域の感

染状況等を踏まえながら、段階的に緩和するこ

と。 

② 政府及び都道府県は、再度の感染拡大の予兆を

早期に探知するため、歓楽街等における幅広い PCR

検査等（モニタリング検査）やデータ分析の実施を

検討し、感染の再拡大を防ぐこと。 

③ 都道府県は、①②の取組を行うに当たっては、あ
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らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

７） （略） 

８）水際対策 

① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国

内への感染者の流入及び国内での感染拡大を防止

する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者

の検査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等

の措置等を、引き続き、実施する。特に、変異株

については、当該国の変異株の流行状況、日本へ

の流入状況などのリスク評価に基づき、検疫の強

化等について検討する。なお、厚生労働省は、関

係省庁と連携し、健康観察について、保健所の業

務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

②・③ （略） 

９・10）（略） 

 

（４）医療等 

① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

 

 ６） （略） 

７）水際対策 

① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内

への感染者の流入及び国内での感染拡大を防止す

る観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者の検

査・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置

等を、引き続き、実施する。なお、厚生労働省は、

関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の業

務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

 

 

 

②・③ （略） 

８・９）（略） 

 

（４）医療等 

① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都
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道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策

を講じる。 

・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重

点をシフトする観点から、令和２年 10 月 14 日の

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定

める等の政令（令和２年政令第 11号）の改正（令

和２年 10 月 24 日施行）により、高齢者や基礎疾

患のある者等入院勧告・措置の対象の明確化を行

っており、都道府県等は、当該政令改正に基づき、

地域の感染状況等を踏まえ、適切に入院勧告・措置

を運用すること。 

（略） 

自宅療養等を行う際には、都道府県等は電話等

情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握する

とともに、医師が必要とした場合には電話等情報

通信機器を用いて診療を行う体制を整備するこ

と。特に、病床のひっ迫等により自宅療養者等が多

い都道府県においては、医師会等への業務委託を

推進するとともに、パルスオキシメーターの貸与

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策を

講じる。 

・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重

点をシフトする観点から、令和２年 10 月 14 日の

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定

める等の政令（令和２年政令第 11号）の改正（令

和２年 10 月 24 日施行）により、高齢者や基礎疾

患のある者等入院勧告・措置の対象の明確化を行

っており、都道府県等は、当該政令改正に基づき、

地域の感染状況等を踏まえ、適切に入院勧告・措置

を運用すること。 

（略） 

子育て等の事情によりやむを得ず自宅療養を行

う際には、都道府県等は電話等情報通信機器を用

いて遠隔で健康状態を把握するとともに、医師が

必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて

診療を行う体制を整備すること。 
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等により患者の健康状態や症状の変化を迅速に把

握できるようにするなど、環境整備を進めること。 

（略） 

・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナ

ウイルス感染症の患者専用の病院や病棟を設定す

る重点医療機関の指定等、地域の医療機関の役割分

担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に

沿って、段階的に病床・宿泊療養施設を確保するこ

と。 

特に、病床がひっ迫している場合、令和２年 12月

28 日の政府対策本部で示された「感染拡大に伴う

入院患者増加に対応するための医療提供体制パッ

ケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医

療機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床

の確保を進めること。 

その際、地域の関係団体の協力のもと、地域の

会議体を活用して医療機能（重症者病床、中等症

病床、回復患者の受け入れ、宿泊療養、自宅療養）

に応じた役割分担を明確化した上で、病床の確保

 

 

（略） 

・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナ

ウイルス感染症の患者専用の病院や病棟を設定す

る重点医療機関の指定等、地域の医療機関の役割分

担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に

沿って、段階的に病床・宿泊療養施設を確保するこ

と。 

特に、病床が逼迫している場合、令和２年 12月

28 日の政府対策本部で示された「感染拡大に伴う

入院患者増加に対応するための医療提供体制パッ

ケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医

療機関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床

の確保を進めること。 
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を進めること。 

（略） 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道

府県は、都道府県域を越える場合も含めた広域的

な患者の受入れ体制を確保すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医

療機関の病床を効率的に活用するため、回復患者

の転院先となる後方支援医療機関の確保を更に進

めること。 

・ また、効率的な転院調整が行われるよう、地域

の実情に応じた、転院支援の仕組みを検討するこ

と。 

・ 退院基準を満たした患者について、高齢者施設

等における受入れを促進すること。 

②～⑥ （略） 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けるこ

となどを含む感染防止策の更なる徹底等を通して、

医療機関及び施設内での感染の拡大に特に注意を払

う。 

 

（略） 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道

府県は、都道府県域を越える場合も含めた広域的な

患者の受入れ体制を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②～⑥ （略） 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けるこ

となどを含む感染防止策の更なる徹底等を通して、

医療機関及び施設内での感染の拡大に特に注意を払

う。 
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高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従

事者に対する検査や陽性者が発生した場合の当該施

設の入所者等への検査が速やかに行われるようにす

る。また、感染者が多数発生している地域における

医療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われ

るようにする。 

また、都道府県は、高齢者施設等において感染者

が一例でも確認された場合に、感染制御や業務継続

の両面から支援するチームが、迅速に派遣を含めた

支援を行う仕組みの構築に努める。政府は、この体

制を構築するに当たり、各都道府県を支援する。 

加えて、手術や医療的処置前等において、当該患

者について医師の判断により、ＰＣＲ検査等が実施

できる体制をとる。 

⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚

生労働省と都道府県は、関係機関と協力して、次の

事項に取り組む。 

（略） 

・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要

高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従

事者に対する検査や陽性者が発生した場合の当該施

設の入所者等への検査が速やかに行われるようにす

る。また、感染者が多数発生している地域における医

療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われる

ようにする。 

 

 

 

 

 

加えて、手術や医療的処置前等において、当該患者

について医師の判断により、ＰＣＲ検査等が実施で

きる体制をとる。 

⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生

労働省と都道府県は、関係機関と協力して、次の事項

に取り組む。 

（略） 

・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要
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な患者への供給の確保を図るとともに、関係省庁・

関係機関とも連携し、有効な治療薬等の開発を加

速すること。特に、他の治療で使用されている薬

剤のうち、効果が期待されるものについて、その

効果を検証するための臨床研究・治験等を速やか

に実施すること。また、重症化マーカーを含めた

重症化リスクに関する臨床情報・検査や、重症患

者等への治療方法について、現場での活用に向け

た周知、普及等に努めること。 

  （略） 

な患者への供給の確保を図るとともに、関係省庁・

関係機関とも連携し、有効な治療薬等の開発を加

速すること。特に、他の治療で使用されている薬

剤のうち、効果が期待されるものについて、その

効果を検証するための臨床研究・治験等を速やか

に実施すること。 

 

 

 

  （略） 

 


